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六
月
二
十
四
日
(
土
)

於

筑

波

大

学

〔
研
究
発
表
〕

つ
い
て

i
i感
覚
的
表
現
と
内
部

筑
波
大
学
大
学
院
速
水

に
つ
い
て
の
一
考
察

筑
波
大
学
大
学
院
後
藤

忠
教
議
験
記
い
に
於
付
る
応
報
観
に
つ
い
て

筑
波
大
学
大
学
院
荒
尾

中
原
皆
韻
い
の
「
中
原
」
に
つ
い
て筑

波
大
学

一
、
古
今
と
夏
夷

i
l漢
代
思
想
を
考
え
る福

島
大
学

一
、
杜
光
庭
の

窓i大
久
保

(
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〕

中
患
と
西
域

i
l奨
文
化
は
中
閣
に
伺
を
円
相
え
た
か

i
l

一

司

会

東

京

女

子

大

学

安

藤

パ

ネ

リ

ス

ト

千

葉

大

学

加

藤

筑

波

大

学

大

塚

筑

波

大

学

堀

池

、
開
会
の
辞

、
議
長
選
出

中
村
環
八
氏
を
議
長
に
選
出

英

明

氏

敏

雄

氏

勲
寧
氏

降

郎

氏

信
鹿
氏

敏

氏

秀

明

氏

信
夫
氏

向

鵡

副

会

長 氏

大

塚

委

員

大

塚

委

員

「
会
員
の
身
分
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
」
に
つ
い
て

高

橋

会

長

向

嶋

部

会

長

一
一
一
、
会
長
挨
拶

問
、
諸
報
告

(1) 

(
2
)
 

(3) 

(
4
)
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(
2
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(3) 
金
臨
委
員
会

編
集
委
員
会

会
計
委
員
会

六
、
閉
会
の
辞

。
月
例
会

平
成
十
二
年
九
月
三
十
日
(
土
)

於
大
妻
女
子
大
学
千
代
間
校
舎

て
杜
牧
「
昔
一
事
文
皇
帝
三
十
二
韻
」
に
つ
い
て

筑
波
大
学
大
学
院

一
、
密
語
教
育
の
変
遷
と
こ
れ
か
ら
の
漢
文
教
育

土
浦
第
一
高
等
学
校

高

橋

会

長

小

松

委

員

安

藤

委

員

小

谷

委

員

大

塚

委

員

)
 

1
3
I
A
 

刈

AS(
 

高
橋

未
来
氏

清

智
恵
氏

平
成
十
一
一
月
九
日
(
土
)

於
筑
波
大
学
学
校
教
育
部

一
、
結
果
補
語
と
方
向
檎
認
の
接
点
1

語
設
的
ヴ
ォ
イ
ス
の
視
点
か
ら
1



、
高
校
の
撰
文
教
室
よ
り

東
京
学
芸
大
学
附
属
高
等
学
校

日
(
臼
)

千
代
間
校
舎

時
帆
1
l
i
'
'

、
韓
愈
の
文
章
と
作
文
教
育

広
氏

長
原

美
奈
子
氏

加
藤

和
江
氏

。
平
成
十
一
・
十
二
年
度
役
員

会

長

高

橋

均

副
会
長
向
嶋
成
美

瑚
事
青
木
五
郎
、
伊
藤
虎
丸
、
大
久
保
陸
郎
、
甲
斐
勝
二
、

後
藤
秋
正
、
桜
田
芳
樹
、
清
水
智
恵
、
高
木
霊
徒
、
高

谷
口
一
見
、
谷
口
真
的
実
、
岡
部
井
文
雄
、
中
村
嘉
弘
、
沼
口
勝
、

間
嶋
潤
て
望
月
鑓
澄
、
劉
動
寧

制
拍
車
・
委
員
〈
兼
任
〉

総
務

a

委
員
会
小
松
建
男
(
常
務
理
事
)
、
佐
々
木
動
人

金
問
委
員
会
(
常
務
理
事
)
、
相
原
茂
、
佐
治
俊
彦
、

中

村

俊

也

、

細

苓

美

代

子

、

渡
辺
雄
之

大
上
正
英
(
常
務
理
事
)
、
向
山
修
一
…
て
加
藤
敏
、

河

内

利

治

、

小

谷

一

郎

、

坂

佐

藤

一

樹

、

松
村
茂
樹
、
松
本
議

会
計
委
員
会

会

計

監

査

幹

事

大
塚
秀
明
(
常
務
理
事
)
、
伊
原
大
作
、
村
田
和
弘

吉
原
英
夫
、
増
野
弘
幸

大
橋
賢
一
、
後
藤
英
明
、
樋
口
泰
裕

住
所
・
勤
務
先
等
に
変
更
の
あ
っ
た
方
は
、
事
務
局

(H3cmjegコ
茨

城

県
つ
く
ば
市
天
王
台
一
edi--

一
ー
一
、
筑
波
大
学
文
芸
・
一
一
一
一
口
語
学
系
内
)
宛

御
一
報
下
さ
い
。
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中
国
文
化
学
会
会
郎

第
一
条
(
名
称
)
本
会
は
中
国
文
化
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条
(
目
的
)
本
会
は
中
間
文
化
及
び
漢
文
学
の
研
究
と
そ
れ
に
基
づ
く
教

育
へ
の
寄
与
を
も
っ
て
は
的
と
す
る
の

第
一
一
一
糸
(
事
業
)
本
会
は
以
下
の
諸
事
業
を
行
う
。

ア

大

会

年

一

回
Q

イ
例
会
年
数
跡
。

ウ
会
報
吋
中
国
文
化
い
の
発
行
。
ぷ
会
員
名
簿
の
発
行
。

オ
そ
の
他
、
本
会
の
問
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
た

宮
跡
吋
合
志
、
。

河
ベ
廿
吋
河

第
四
条
(
会
員
)
本
会
は
、
本
会
の
趣
買
に
賛
同
す
る
倒
入
、
法
人
、
間
体
の

会
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

2

本
会
に
入
会
を
希
望
す
る
も
の
は
、
会
員
一
名
の
推
薦
に
よ
り
理
事

舎
の
本
認
を
経
て

A

諮
問
問
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

会
員
は
第
一
一
一
条
に
い
う
議
事
業
に
参
加
し
、
刊
行
物
の
頒
布
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
役
員
選
挙
の
選
挙
権
、
椋
選
挙
権
を
持

つ。

4

合
同
県
は
本
会
則
に
定
め
る
会
費
を
納
め
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
(
役
員
)
本
会
に
以
下
の
投
員
を
龍
く
。
役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。

ア
会
長
一
名
。
会
長
は
総
会
で
選
出
さ
れ
る
。
会
長
は
会
を
代
表

し
、
会
務
を
統
べ
る

Q

脳
会
長
本
会
に
開
会
長
一
名
ま
た
は
二
名
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。
副
会
長
は
理
事
会
の
識
を
経
て
会
長
が
委
嘱
す
る
。
副
会
長

は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
行

}
。

オノ

Y
一

判
事
十
五
名
。
課
事
は
総
会
で
選
出
す
る
。
会
長
は
理
事
会
が

必
要
と
認
め
た
場
合
、
総
会
で
選
出
さ
れ
た
理
事
以
外
に
理
事
若

干
名
を
委
瞬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

常
務
理
事
若
干
名
。
常
務
理
事
は
理
事
の
中
か
ら
互
選
に
よ
り

イウコ二

選
出
す
る
。

第
六
条
(
総
会
)
総
会
山

毎
年
…
阪
開
催
さ
れ
る
α

第
七
条
(
理
事
会
)

第
八
条

会
長
が
招
集
し
、

会
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
。

行
す
る
た
め
に
常
務
理
事
会

を
寵
く
。
常
務
理
事
会
は
会
長
、
副
会
長
、
常
務
理
事
を
も
っ
て
構

成
す
る
。

第
九
条
(
委
員
会
〉
常
務
理
事
は
以
下
の
委
員
会
に
属
し
、
会
務
を
分
担
す
る
。

ア

総

務

委

員

会

イ

企

磁

委

員

会

ウ

編

集

委

員

会

工

会

計

委

員

会

第
十
条
(
会
計
監
査
委
員
〉
会
計
監
査
委
員
は
毎
年
一
四
本
会
の
経
理
全
般
を

監
斑
し
、
そ
の
結
果
を
総
会
に
報
告
す
る
。
会
計
監
査
委
員
は
理
事

以
外
の
会
員
の
中
か
ら
会
長
が
委
嘱
す
る
。

第
十
一
条
(
選
挙
管
理
委
員
)
選
挙
管
理
委
員
は
二
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
会
長

と
理
事
の
改
選
を
実
施
し
、
そ
の
事
務
を
取
り
扱
う
。

第
十

J

一
条
(
会
計
〉
本
会
の
諸
事
業
に
要
す
る
経
費
は
会
員
の
納
入
す
る
年
会

費
及
び
寄
付
金
な
ど
で
蹄
わ
れ
る
。

2
一
年
会
費
問
、

0
0
0円
と
す
る
。

3

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
総
会
開
催
日
に
始
ま
り
、
翌
年
総
会
開
催

日
前
弓
を
も
っ
て
終
わ
る
。

第
十
一
一
一
条
(
改
定
)
本
会
則
の
改
定
は
、
理
事
会
の
発
議
に
よ
り
、
総
会
出
席

者
の
過
半
数
の
間
意
を
得
て
行
う
。

(付制問〕

1

本
会
剤
は
一
九
九
七
年
(
平
成
九
年
)
六
月
二
十
八
日
か
ら
大

塚
諜
文
学
会
会
期
に
代
っ
て
発
効
す
る
。

本
会
の
事
務
所
を
当
分
の
関
筑
波
大
学
文
芸
言
語
学
系
中
国
文

学
研
究
室
に
置
く
。
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〔
了
解
〕
(
理
事
の
選
出
、
委
嘱
、
常
務
理
事
の
互
選
に
関
し
て
〉

理
事
会
は
可
能
な
限
り
全
国
各
地
区
か
ら
選
出
の
理
事
を
含
め
て
構
成
し
、

常
務
理
事
会
は
実
務
担
当
に
使
宜
な
地
域
に
鹿
住
す
る
理
事
で
構
成
す
る
。



「中国文化J投稿規定

く応募資格など〉

1 中間3

2 応募!京稿は、未公19mのものに限る。ただし、口頭で発表しこれを初めて論文にまとめ

たものは受3i11する。

く原稿枚数など〉

3 1原稿は校JF.!l寺に力[J撃を袈しない完全原稿とする。

4 j京稿枚数は、本文.a:・|罰JtbZなどをあわせて、枚数を厳守する。 申請i創立論文について

は400字詰め30枚以内、 1vf究ノートについては400字詰め20枚以内とする。住も原稿

用紙 lマスに 1字を収める。(ワープロ使用の場合、縦書きは26字X21行で24枚以内と

し、横脅さは35字X33行で11枚以内とする。)

5 I翠!援を必要とする場合、占有国積半ページ、分を550字として換算する。悶版原稿はそ

のまま版下として使用できる鮒拘なものとし、掲載希望め縦・

表についても、掲瑚橘望の縦・棋の寸法を明示する。

く体裁・表記など〉

6 原稿は縦書き・横書きのいずれでもよい。

7 原稿は常用漢字を原則とする。正漢字・簡体字などを用いる場合は下記に注意する。

(1) 引用文など必要議所を正漢字で表記するJ@i合は、原稿提出特において表記が完

成されていること。(正漢字鵠刊?を必ずマーカーなどでマークすること。)

(2) 引用文など必要簡刊iを鱒体字で表記する場合も(1)に!司じ。

(3) とくにワープロ原稿の場合、上認の点にf認定;すること。引用部分が手書きにな

つでも差し支えない。

S 中間語のローマ字表記は、漢詩併昔方案による。 113_し、特殊な綴りで適用しているi現
有名詞や、本人が自分の名前に能用している綴りについては、その使用も認める。ま

た、自本語のローマ字表記は、ヘボン式の使用を原則とする。

くj原、稿提出〉

9 (1)締切日:2月末(厳守すること)

く審査〉

(2) 提出先:干305-8571 茨城県つくば市天王台トトI

筑波大学文芸言語学系内(イ唱~1ìJ f究窓気付) :中間文化学会

(3) 原稿は必ず書留によりよ記に郵送するものとし、 2月末日までの消l:jJのあるも

のを有効とする。

(4) 応募i時に、原稿.L-)、外に援写コピー 2吉1)を用意し、合わせて計3部を提出する。

(事故に備え、提出前にあらかじめ自家用のコピーを必ず作成しておくこと。)

10 採否については、編集委員会が委嘱した査読委員の報告を受けて、編集委員会で決定

し、 3月末日までに連絡する。

く抜刷ほか〉

11 論文掲載者ιは、 部および抜.hpU20部をJl普翠する。
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